
令和７年度第２回甲種防火管理新規講習（集合型）実施案内 高山市消防本部

１ 甲種防火管理新規講習について

本講習は、消防法施行令第３条第１項に規定する甲種防火対象物の防火管理に関する講習です。この

講習の全課程を修了すると、消防法第８条第１項に規定する防火管理者としての資格を取得できます。

２ 受講の要件

・事業所にお勤めの方で、資格取得の必要がある方。

・２日間の講習を両日とも受講することができる方。

３ 受講日及び申込受付期間等

講習日 申込受付期間 定員

令和７年 11 月 20 日、11 月 21 日 10 月１日（水）～10 月 31 日（金） 70 名

※申込は先着順とし、受付期間内であっても定員になり次第、受付を締め切ります。

４ 講習会場

高山市役所丹生川支所 ２階防災集会室（高山市丹生川町坊方 2000 番地）

※講習会場での駐車については、会場の係員の指示に従って駐車してください。

５ 申込方法（電子申請）

URL の入力、もしくは QR コードを読み込み、専用画面からお申し込みください。

URL： https://logoform.jp/form/kHVi/1248977 QR コード：

６ テキスト代

防火管理講習テキスト代金 5,100 円

※テキストは講習初日にお渡しします。テキストの中に振込用紙が入っていますので、速やかにお支

払いください。

７ 服 装

１日目の午後に屋外で実技訓練がありますので、動きやすい服装で受講してください。

８ その他（注意事項等）

（１）気象警報等により、やむを得ず講習を中止または延期する場合があります。講習を中止または延期

する場合は、登録したメールアドレスにご連絡します。

（２）昼食は各自ご対応ください。会場で飲食できますが、ゴミは各自お持ち帰りください。

お問い合わせ先 高山市消防本部予防課（0577）32-3027

https://logoform.jp/form/kHVi/1248977


令和７年度 第２回甲種防火管理新規講習日程・科目

11 月 20 日（木）

講習時刻 講習時間 講習科目

9：30 ～ 9：50 20 分
・開講あいさつ

・オリエンテーション

9：50 ～ 10：50 1 時間 ・防火管理制度の意義と制度の概要

11：00 ～ 12：00 1 時間 ・火気取扱いの基本知識と出火防止対策①

昼 休 憩

13：00 ～ 14：20 1 時間 20 分 ・施設、設備の維持管理

14：30 ～ 15：30 1 時間 ・実技訓練

11 月 21 日（金）

講習時刻 講習時間 講習科目

9：30 ～ 10：30 1 時間 ・自衛消防①

10：40 ～ 11：40 1 時間
・自衛消防②

・火気取扱いの基本知識と出火防止対策②

昼 休 憩

12：40 ～ 14：00 1 時間 20 分 ・防火管理の進め方と消防計画

14：10 ～ 14：30 20 分 ・効果測定（筆記）

14：40 ～ 14：50 10 分 ・修了証の交付

※受付は両日９時から開始します。


